
◎漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律
（平成一四年六月一九日法律第七三号）　　

一、提案理由（平成一四年四月九日・参議院農林水産委員会）

○国務大臣（武部勤君）　漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案につきま

して、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

　漁業再建整備特別措置法は、昭和五十一年に制定されて以来、我が国漁業の再建整備

に大きく貢献してまいりました。しかしながら、法制定から二十五年を経て、国際的な

二百海里体制の定着、資源状態の悪化等、我が国漁業を取り巻く環境にも大きな変化が

見られるところであります。また、昨年六月には水産基本法が制定され、水産資源を持

続的に利用しながら、将来にわたって国民の需要に即した漁業生産を行うことができる

よう、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るという、今後の水産政策の基本的な方

向が明らかにされたところであります。

　このような状況の変化を踏まえ、現行の中小漁業構造改善計画制度を見直し、沿岸漁

業を含む全漁業種類を対象に、意欲ある漁業者等が創意工夫を発揮して行う経営改善の

取組を支援することとし、この法律案を提出した次第であります。

　次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

　第一に、漁業再建整備特別措置法の改正であります。

　効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るため、農林水産大臣が漁業経営の改善に関

する指針を策定するとともに、漁業者等が自ら漁業経営の改善に関する計画を作成し、

農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる改善計画制度を設けること

としております。また、この改正に伴い、同法の題名を漁業経営の改善及び再建整備に

関する特別措置法に改めることとしております。

　第二に、農林漁業金融公庫法の改正であります。

　改善計画の認定を受けた漁業者等に対して、改善計画に従って漁業経営の改善を図る

ための多様な取組を支援するのに必要な長期低利資金を融通するとともに、整備計画に

従って行う資源回復のための減船、休漁等の取組に対しても必要な資金を融通すること

ができるよう、農林漁業金融公庫の資金種類の拡充及び貸付条件の充実を図ることとし

ております。

　第三に中小漁業融資保証法の改正であります。

　改善計画に従って経営改善を行う中小漁業者等に対して、経営改善に必要な低利運転

資金が融通されるようにするため、漁業信用基金協会が金融機関に対し資金の供給を行

うことができることとしております。

　また、改善計画に従って経営改善を行うために必要な資金が融資される場合には、そ

の債務の保証に係る保険関係についててん補率を引き上げることとしております。

……………（略）……………

　以上が、これら四法律案の提案の理由及び主要な内容であります。



　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

二、参議院農林水産委員長報告（平成一四年四月二二日）

○常田享詳君　ただいま議題となりました四法律案について、農林水産委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案は、効率的かつ安定的な漁

業経営の育成を図るため、漁業経営改善計画制度を創設するとともに、資源回復のため

の減船、休漁等の取組に対し、必要な資金を融通することができる等の措置を講じよう

とするものであります。

……………（略）……………

　委員会におきましては、以上の四案を一括して議題とし、まず、静岡県で現地視察を

行うとともに、効率的かつ安定的な漁業経営の育成方針、系統信用事業の再編強化とそ

の課題、漁業共済の加入促進策、遊漁船業と漁業の共存の方策等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。

　質疑を終了し、四案について一括して討論に入りましたところ、日本共産党を代表し

て、紙理事より、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案に反対である旨の意見が

述べられました。

　討論を終わり、順次採決の結果、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、

漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改

正する法律案はそれぞれ全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。また、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。

　以上、御報告申し上げます。

三、衆議院農林水産委員長報告（平成一四年六月一一日）

○鉢呂吉雄君　ただいま議題となりました四法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過及び結果を申し上げます。

　漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案は、意欲ある漁業者等が創意工夫

を生かして行う経営改善の取り組みを支援する漁業経営改善計画制度の創設等の措置を

講じようとするものであります。

……………（略）……………

　四法律案は、去る四月二十二日参議院から送付され、六月四日武部農林水産大臣から

提案理由の説明を聴取した後、翌五日、六日及び本日十一日の三回にわたり質疑を行い

ました。

　質疑を終局し、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案につきましては、討論の

後、採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決し、他の

三法律案は、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議

決した次第であります。



　なお、四法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年六月一一日）

　水産業をめぐる情勢の変化にかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、将来にわた

って国民の需要に即した漁業生産を行うことができるよう、効率的かつ安定的な漁業経

営体を育成する必要がある。

　よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、もって我が国水産業の

健全な発展に万全を期すべきである。

　　　　記

一　漁業経営改善計画に基づく資金の貸付けが有効かつ効率的に機能し、経営改善の実

現に資するよう、漁業者に対する適切な経営指導等に努めること。

二　水産資源回復のため、森と海との一体性等を考慮した環境の保全、藻場の再生等抜

本的対策を講ずるとともに、資源回復のための減船、休漁等の取組みに対する資金の

貸付けについては、漁業経営の安定が図られるよう、適切に対処すること。

三　漁業経営等の実態に即した適切な融資が行われるよう、水産金融制度の一層の充実

に努めるとともに、漁業経営に必要な資金の円滑な融通を確保するため、中小漁業融

資保証保険制度の適切な運営を期すること。

四　我が国水産業をめぐる情勢の変化と現状を踏まえ、各種水産団体の位置付け・役割

を明確にしつつ、これら組織の簡素合理化等その再編整備を行うこと。

　右決議する。


